
 

 

 

 

 

 

「キラキラスマイルをみんなにとどけよう」（学習発表会）ご参観ありがとうございました 

校長  石坂 隆文 

１０月２５日（金）、２６日（土）の２日間で「キラキラスマイルをみんなにとどけよ

う」を全校のスローガンにした瑞穂第一小学校の芸術の秋「学習発表会」を実施しまし

た。２６日（土）には５８８名ものご参観をいただくことができました。ご多用な中での

ご来校ありがとうございました。 

どの学年も、９月末の「こどもフェスティバル」を終えると少しずつ学習発表会に向け

て目標を立て、準備や練習を重ねてきました。調べ学習を進めたり、背景を作ったり、声

の出し方や視線、立ち方、座り方などを工夫したりとよりよい作品になるように各学年で

協力し合いました。１～４年生は国語の教科書に掲載されています物語を音読・朗読や

劇、歌で表現しました。たんぽぽ学級は、教科書に掲載されている作品の作者の詩を朗読

しました。５年生は、林間学校で学んだことをまとめ、６年生は世界の子供たちの生活の

困難さから学んだことをまとめて発表しました。５，６年生共に発表の内容や発表の仕方

を自分たちで考えて表現しました。練習を重ねることで自分たちの作品、自分たちでより

良い発表にするといった自覚がどの学年も着実に高まっていきました。 

 学習発表会当日は、いつもの体育館が衣装や背景、大道具、小道具によって芸術の秋を

楽しめる劇場になっていて、児童は劇場の雰囲気を味わうと共に、全学年夢中になって各

学年の発表を鑑賞しました。鑑賞の態度も良く、発表の世界に入り込み、鑑賞している時

間は、「あっ」という間に過ぎてしまいました。発表を終えた後の児童のキラキラスマイル

には、成就感や達成感、緊張からの開放感といった様子が見られ、満足感あふれる表情で

下校している姿が印象的でした。 

 児童は、行事を通して確実に大きく成長しています。それは、個々に目標を立て集団で

がんばっていく経験を重ねるからです。大勢の前での発表という学習発表会においては、

学年で１つの作品を作ることの難しさやお互いの協力、協調性、目標達成に向けた努力な

ど、たくさんの経験をすることができました。そして、少しずつ仕上がっていくそれぞれ

の学年の作品を、児童自身も感じ、緊張感に負けることなく自信をもって発表に臨むこと

ができました。 

学習発表会では、他学年の発表を鑑賞し合うことで、それぞれの学年のよさを見つける

ことができ、互いに認め合うこともできました。一生懸命がんばってきたことを多くの

方々に披露し、温かい拍手をいただいた経験は、これからの学校生活の大きな励みとなり

ました。保護者の皆様には、衣装をはじめ大道具や小道具の材料等のご準備でいろいろと

ご協力いただいたことと存じます。改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。 

実りの２学期も後半を迎えました。１１月も保護者、地域の皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願いします。 

  

一 小 だ よ り 
学校だより 令和６年度 1１月号    

令和６年１０月３１日 瑞穂町立瑞穂第一小学校   



10月31日

11月1日 金 社会科見学（５年）  読書旬間始 21日 木 瑞穂町小学校音楽会（6年）

２日 土 東京都教育の日 個人面談（希望者）　特別時程

３日 日 文化の日 生活科見学（１年）

４日 月 振替休日 学びのテーマパーク(6年14:00-15:０0)

５日 火 パワーアップタイム 社会科見学(３年) 23日 土 勤労感謝の日

午前授業　給食あり13時下校 24日 日

おひさまキッチン ※放課後解放なし 全校朝会　特別時程

7日 木 社会科見学(4年) 個人面談（希望者）ﾏﾗｿﾝ前検診（希望者）

8日 金 安全指導　たんぽぽ学級瑞中交流  学びのテーマパーク5年(14:00-15:０0)

９日 土 福ちゃん先生の算数ピクニック

1０日 日 個人面談（希望者）　特別時程

1１日 月 全校朝会　委員会 学びのテーマパーク4年(14:00-1５:０0)

12日 火 笑顔と学びプロジェクト（車いすラグビー） 町探検（2年：瑞穂農芸高校）

午前授業　給食あり13時下校 マラソン記録会

※5年1組⑤ｈ研究授業 学びのテーマパーク6年(14:00-15:0０)

※5年2組（学びのテーマパーク・ ２8日 木

13:30-14:30)読書旬間終 29日 金 マラソン記録会予備日

14日 木 マラソン集会 30日 土

たんぽぽ学級歩行学習 12月1日 日

認知症サポーター養成講座（5年） 2日 月 全校朝会　委員会

16日 土 パワーアップタイム

17日 日 生活科見学（２年）

18日 月 全校朝会　クラブ おひさまキッチン

19日 火 町探検（2年：図書館） 学びのテーマパーク(5年14:00-15:00)

避難訓練 5日 木 学級の時間　たんぽぽ言語指導

学びのテーマパーク(4年14:00-15:00) 6日 金

※　各学年の下校時間については、学年だよりをご参照ください。

15日 金

6日 水

20日 水

13日 水

27日

火26日

水

3日 火

4日 水

11月の予定

22日 金

25日 月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頑張ったお友達を紹介します 

 

青梅税務署より西多摩地区の小学生による展覧会の入賞の連絡が届きました。 

銀賞  ○年 ○○ ○○さん 
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【9/3０・10/1 出前授業（４年）】 

村山大島紬についての出前授業がありました。教室に織

機を持ち込んでいただき、工場で実際に見学しているよう

な臨場感を味わいながら学習することができました。 

【10/3 社会科見学（３年）】 

多摩だるまを制作している工房を見学しまし

た。いくつもの作業行程のうち、３つの場面を見

学することができました。また、多くの質問に答

えていただき、疑問を解決することができまし

た。 

郷土学習「みずほ学」 

に取り組んでいます！ 

【10/１６ 社会科見学（５年）】 

瑞穂町を越え、隣の羽村市にある日野自動車の工場

まで歩いて、見学に行きました。プレス、溶接、塗

装、組み立てなどの行程を班ごとに見学しました。 

～ 特集 ～令和６年度「学習発表会」 
 

10月 25日(金)【児童鑑賞日】 

10月 26日(土)【保護者鑑賞日】 

 キラキラスマイルを みんなに とどけよう！ 

3年生「3年とうげ」 

5年生「林間学校」 

2年生「スイミー」 

4年生「ごんぎつね」 

6年生 

「Heal the world～make a better place～」 たんぽぽ学級 

「ことばのたびにでかけよう」 

1年生「くじらぐも」 



瑞穂町１人１台学習用タブレット端末 家庭における活用について 

瑞穂町では、学習用タブレット端末の家庭における活用について保護者にお知らせするために「瑞

穂町１人１台学習用タブレット端末 家庭における活用について」（別紙：本日家庭数配布）を作成い

たしました。本校では、その方針に基づき、各学年の発達段階に応じて、活用していきたいと考えて

います。 詳しくは、別紙を参照してください。 

放課後の校庭での遊びについて 

放課後、校庭で軟式野球のボール、テニスの硬式ボールを使ったり、硬いバットを使ったりして遊ん

でいることがあります。危ないのでやめるように指導しています。ご家庭でも声掛けをお願いいたしま

す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」のお知らせ 

東京都教育委員会主催行事の「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」が１１月１２日（火）にありま

す。今年度は、車いすラグビー日本代表選手の小川仁士先生を講師にお招きし、全校児童に講演をして

いただきます。また、５、６年生は、車いすラグビー体験を予定しています。 

校舎北側 
校舎北側の駐車場は、職員駐車場、生涯学

習センター駐車場、たんぽぽ学級保護者駐車

場となっています。また、安全上、下図のよ

うに一方通行をお願いしています。最近、許

可されていない車両の進入、駐車が多く、ま

た、逆走もみられるなど大変危険です。許可

された車両以外の駐車はご遠慮いただいてお

りますので、改めてご理解とご協力をお願い

いたします。許可された車両も生涯学習セン

ターの表示がある場所には駐めないようにお

願いいたします。 

 

 
 

校舎南側 
下図のように校舎南側の正門近くの道は私

道です。本校の児童の送迎等で車両の進入、

停車、駐車等があり、近隣住民の方にご迷惑

をおかけしています。私道上で、児童の下校

を待っている車両が出入りしたり、駐車・停

車をしたりして、住民の方の車両が通行でき

ない等、たいへんお困りです。下図の私道

は、関係者以外の方の利用は絶対にしないよ

うお願いいたします。

 
 
 

 


